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新型インフルエンザ（A/H1N1）の輸入ワクチンに関する 

契約変更について 

 

○ 輸入ワクチンについては、備蓄等を考慮してもなお余剰が見込まれる

ことから、輸入ワクチンの海外企業２社（ＧＳＫ社、ノバルティス社）

との間で交渉を進めてきたところ。 

○ 企業との交渉を重ねた結果、本日、ＧＳＫ社との間で、以下のとおり、

当初契約の変更について概ね合意に達したところ。 

① 解約について 

 ・当初購入予定量（7,400 万ﾄﾞｰｽﾞ）のうち、32%（2,368 万ﾄﾞｰｽﾞ）を解約（解

約に伴う違約金なし） 

 ・上記の解約に伴い、約２５７億円の経費を節減 

 

② 購入分について 

 ・ＧＳＫ社のワクチンは、抗原とアジュバントが別々（医療機関で混ぜ合わ

せる方式）であり、購入分については、各々の有効期限（抗原：1.5 年、

ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ：３年）内であれば、活用が可能 

 ・特にアジュバントについては、有効期限が長く、かつ、仮にＨ１Ｎ１ウイ

ルスの性状が変化し現行のワクチンが有効でなくなった場合や、Ｈ５Ｎ１

が発生した場合に、それらに対応した新たな抗原と組み合わせて使用する

ことも可能 

 

○ なお、ノバルティス社についても、現在、交渉を行っているところ。 
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